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（1930-2005輸入量総計：988万トン）
＋(北海道における1940-1988の産出量：37万トン）＝1025万トン

主な輸入元は、
カナダ（65.9％）
ブラジル（19.5％）
ジンバブエ（10.6％）
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アモサイト
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環境TECアスベストの利用状況

5.2　2.9％ 0.7％

2.5　1.4％

1.8　1.0％ 0.5％

10.0　5.6％

0.2　0.1％

0.2　0.1％ 2.1％

0.1　0.1％以下

178.5　100％ 3.6％

（輸入実績） 75.1　42.1％

36.8　20.6％ 92.0％

32.8　18.4％

165.9　93.0％ 9.3　5.2％ 0.1％以下

7.6　4.3％

4.3　2.4％ 0.9％

2.6　1.4％ 0.1％以下

単位（千トン）

自動車摩擦材

ジョイントシート

産業用摩擦材

紡繊品

石綿板

その他の石綿製品

平板スレート

スレート

押出成形セメント板

ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板,ｽﾗｸﾞ石膏板

石綿ｾﾒﾝﾄｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ板

上記以外の建材製品

製品分類 使用分野

産業機械

化学設備

運輸

自動車

建造物材料

一般民生用

その他

使用場所

建設機械、ｸﾚｰﾝ

土木建設機械、

工作機械等

耐熱、耐薬品性

のシールを要す

る化学設備等

陸・海運施設、

輸送設備、

船舶、車両等

建設機械、ｸﾚｰﾝ

土木建設機械、

工作機械等

耐火壁、天井、

間仕切り壁、

外壁等

ボイラー、

煙突、

耐火壁等

石 綿

建材製品

石綿工業製品

そ の 他 不 明 石 綿 製 品 輸出

物質名



環境TECアスベスト使用建材の種類



環境TECアスベスト製品使用例１
建材 吹付け材 廃棄物としては飛散性、レベル１

吹付け石綿 石綿含有吹付けロックウール

石綿含有吹付けひる石 石綿含有パーライト吹付け



環境TECアスベスト製品使用例２
建材・耐火被覆材・保温材等 廃棄物としては飛散性、レベル２

屋根用折版裏石綿断熱材

石綿含有保温材（配管保温用）

石綿含有ケイ酸カルシウム板
耐火被覆材

煙突石綿断熱材



環境TECアスベスト製品使用例３
石綿製品使用例 建材 成形板 廃棄物としては飛散性、レベル３



環境TECアスベスト製品使用例４
石綿製品使用例 建材 成形板 廃棄物としては飛散性、レベル３



環境TECアスベスト含有工業製品

建材以外の用途



環境TECアスベスト製品使用例



環境TECアスベスト製品使用例



環境TEC建築基準法の防火規制（1）
（１）石綿と防火規制

建築基準法の防火規制に基づき耐火構造または不燃材
料などが求められる部分に石綿含有建材が使われること
があった。

（２）耐火構造などの規制

建築基準法では国民の生命、健康および財産の保護を
図るため、建築物の防火規制を定めており、建築物の用
途、規模、地域に応じて、建築物の壁や柱等の主要構造
部（主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、または階
段）を耐火構造や準耐火構造（以下「耐火構造等」）とす
ることや、建築物を耐火建築物等とすること等が義務付
けられている。



環境TEC建築基準法の防火規制（2）

建築物を耐火建築物等とすること

① ２階の一定規模以上若しくは３階以上を防火・避難上の配慮
を必要とする用途に供する建築物（用途と面積で規制している）

② 建物の規模による規制
③ 敷地が防火地域や準防火地域である場合は、規模によって耐
火建築物であることを要求される

不特定多数が使用する建築物、病院、共同住宅、学校、社会福
祉施設のような、通常の建築物に比べて火災時の避難に支障が
ある建築物や、倉庫や自動車車庫のように火災荷重が大きい建
築物は、規模が大きいものや、一定以上の階をその用途に使用
する場合などに、耐火建築物とする必要がある。



環境TEC
吸音を目的とした使用例



環境TEC
断熱・結露防止を目的とした例


